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1995年ベトナム民法典所打権規定の考察
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おわりに

はじめに

ベトナム民法典 (1995年10月立法， 1996{「7月

施行）は全 8編（総則，財産と所有権，民事債務

と民事契約，相続，土地使用権の移転，著作権・

l業所h権・技術移転，国際私法，経過措置），全

文838条から成る大部の法典であるし

周知のように，ペトナムは社会主義経済への

lh場経済的要素の科入を怠図するトイモイ政策

の展開過程にあり， 1992年に成立した新憲法は，

国家・集団・私的主体間の多元的経済活動促進

を明五し，取り1のI,1由や私的所有といった行本

l義的／J?,則を，その前提として肯定した。ごの

一般的肯定を受けて，実際の私的活動にとって

具体的かつ •f見可能な体糸的指針を与えるべく，

民法典の成立が待たれていたものてある。

1980年代初頭に本格化したというその立法化

過程ては日本法学界からの協力があり（沖 l)，完

成した払典中，随所に先進的営為の跡が見られ

る。こうした日本の影響の背景には，ペトナム
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てフランス植民地時代の一ュ時期に大陸法系民法

（北部て'1931年トンキン民法典，南部で1936年アン

ナン民法典）か施行された経緯かあり m2), I口j

し大陸法系の先進国法である日本法の長所を吸

収しようとの意図が窮われる。

ただし，中国法をはじめ，アジアの少なから

ぬ立法例において，戦前の日本の影響から大陸

法糸の民法が導人されてきたという歴史的経緯

も忘れられてはならないだろう。かつて植民地

主義との対峙を経験したアジア諸国にとって，

民法という資本主義の基本法の継受は，特殊な

意味を持ち得た。それは，伝統的農村経済が突

如として西欧市民社会と行本主義の語黎に遭遇

した軋礫のもとで継受され． またその立法・施

行過程において，善かれ悪しかれ，日本という

域内継受先進国の先例が学ばれた例も多かった

のてあるば 3)。今世紀最後のアシアの新民法典

というべきベトナム民法典もまた．こうしたア

ジア民法特殊の過去に連なる。

のみならず．本法しり！は社会主義国の民法典と

しての独自の系譜にも連なるものである。 1995

年 2月の法案公開に始まる最終議論は，ポスト

冷戦のIllソ連民法体制変更の帰趨が注Hされて

いたロシア民法典m4)(1994年11I I成立， 1995年

1月施行。以下「1994年ロシア民法典」という）の

成打を行って行われた感がある。結果として本

法典は， 1994年ロシア民法典ないしその前身で

ある1991年民法改正（いわゆるペレストロイカ民

『アシア経済』 XXXVII-12(1996.12) 
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法）（注5)より以上に， 1964年のロシア共和国民

法典(i16) （以下「1964年ロシア共和国民法l叫 と

いう）の綿密な研究を踏まえており， また1986

年の中国民法通則旧 7)との近似点も多い。

旧ソ連自身において，民法典は時代の疫化と

ともに変遷を見た。 1920年代ネップ期の現実的

便宜的な大陸法系導入以来， 30年代後半以降の

社会主義的合法性志向のもとでそれらが法体系

として定行し，大陸法0)伝統的語彙に駐つきつ

っ，社会主五圏独自の民法典の型ともいうべき

ものが確立されてきた。その後1960年代雪解け

時代の経済改革期に．東欧各社会主義国で個人

や集団のt休性を重視するJi向での個別の進化

を見， 1964年ロシア共和国民法典も .:(j）文脈で

成立しているぼ8)0 

こうした変遷のなかても，社会主義民法典が

私有財産制度，契約自由の原則を護持する資本

主義法と異なる意義は，それがあくまで各種組

織・個人を主体とする財産関係をめぐる基本法

であり (1964年ロシア共fll国民法典第 1条，第 2

条），つまり生産手段の公ii制を前提に， 一部

の生産手段と消費手段の自主的所有•利用をめ

ぐる生活場面の法としての限定的な性格を有し

てきた点にある。社会t義国では， ’i?tî^体間

の大規模な経済活動は計画経済システムを稼働

させる一種の行政関係（経済契約法の規定領域）

と認識され，民法は経済活動末端における消費

生活関係の法として機能してきた（たたし， ＾ 

部東欧諸国では民法・経済契約法を分離せず，す

べて取引をr.F関係なきサーピス関係として一体

化させる「偵務法」の¥.1場かある）。その怠味で，

商法分野を発逹させ民l面法の垣根を越える形で

経済活動に有利な方向へ発展してきたといえる

資本主筏民法とは，おのずと一線を画してきた。

1995年ぺ l、ナム民法典所有権規定の考察

この性格は1994年ロシア民法典において放棄

されたが（第 2条中段で企業活動のlL本法として

の性格をも自己規定している），ベトナム民法典は，

あえて財産をめぐる生活関係の基本法としての

1.,l格を維持し， ILIソ連型社会t義民法の系譜に

連なる立場を＋：張した形となっている（注9）。し

かし，内容的には民事行為の主体の一として

法人を挙げ，私的所有の一形態として混合所有

（介業への出資）を学げ，また 1::1本法では商法

が扱っている連送喫約・保険契約といった経済

サービス分野を詳述しているなど，このままの

内容で経済活動の基本法としての役割を十分に

担える形になっている。

こうしてみると，立法者は商取り1の要素をも

含めた私法分野の一般法を実質的に狙うことに

より，かたやIUソ連咽の経済契約・民法二分構

造を排して，市場経済ルールを持ち込みつつ，

かたや商行為の特別法を別途導入し商業活動を

促進するといった過度に資本主義的な方向をも

敬辿し ht10), L述「債務法」に近い中庸の立場

を巧妙に選択していると考えられる。こうした

立場こそ，ベトナム1992年憲法が政策目標とし

て掲げる「多元的商品経済体制」の法律的翻訳

であろうと考えられる。

そのほか，ベトナム民法典は随所で繰り返し，

環境保全，社会利益また他者の権利利益との調

和のための私権の制限・調整にけ及し，発展途

t国の法政策が得てして経済成長の便宜を社会

的課題に優先させがちな傾向があるなかで，先

進資本主義国民法における議論を先取りする先

進性を見せている。これは前述のII本による立

法協｝］の賜物というべきでもあろうが，立法者

の気概が感じられる一面である。 1994年ロシア

民法典が私権の自由行使を第 1条で高らかに官

3
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目し，あたかも革命前時代の古典的資本主義民

法に退行したとすれば，ベトナムは来ttt:紀にか

けた新しい民法のあり方の議論へ．一足飛びに

参加しつつあるというべきかもしれない。

以下では，財産をめぐる生活関係の法として

の民法典体系全体に論理的整合性を提供する役

割を負うがゆえに．以上のようなベトナム民法

典の性格をよく描き出していると思われる所有

潅規定（第2編「財産と所有権」）に的を絞り，

個々の条文に従って特徴的と見られる、点の解釈

を試み．民法典起草に関わった立法者らの狙い

に迫りたいと考える。 1. 構成

law & Legal Forum, November, 1995)は，草案最終

段階の全国的議論の過程で，財産をめぐる民事関係基本

法としての性格に加え，個人・世帯など民事関係主体に

とっての権利章典としての性格が強調されるに至った経

緯を紹介している。

(it10) 外資関係者の間には麻法典を別途沼む声かあ

り,1996年半ば現在，政府が売買を中心とする商事法を準

備中との報が流れているが．あくまで民法典を補完する

ものであって商巾特別法ではないと考えるへきであろう。

I 財産と所有権

総則・定義一一

なお，民法典関連箇所の翻訳・解釈に際して 日本で百えば「物権編」と括られ， 1994年ロ

はハノイ貿易大学グエン・ティ・ビック シア民法典でも「所有権その他の物権」とされ

女史の協）］を得た。 る項日を，ベトナムは「財所と所有権」編とあ

えて冠している。これは1964年ロシア共和国民

（注 l) H本政府機関の人的技術女援の一悶として行

われた森鳥昭夫教授（現・上智大学）による協力がある。

（注2) Hoang The Lien, "On the Legal System 

of Vietnam" (Vietnam I.aw & Le1<al Forum, Septem-

ber, 1994). 

（注3) 猪f恒夫・鮎川正訓『ペトナム法の研究』

H本評論社 1989年 225ペーシ以卜

（注4) 邦訳として『ロシア研究』別冊4 (ll本国際

問題研究所 1995年11月）所収の「ロシア連邦民法典第

f 部」（ロシア研究センター「ロシアの寸一法動向」研究

会編ねJ泰一郎監訳）を参照。

（注5) 邦訳として「『ペレストロイカの新民法』邦

訳」（『札祝学院法学』第9巻第2号 1993年伊藤和義

成）を参照c

（注 6) 邦訳および解説として「『ロシア共和国民法

典』邦訳J (『北大法学論集』第16巷第 1号～第 8号

1965~73年五十嵐泊•佐保雅 f成）を参照。

（注 7) 「中華人民共和国民法通則」 1986年4月採択，

1987年1月施行。

（注8) 藤田勇『‘Jヒエト法史研究』東京大学出版会

1982年 391ページ以下参照。

（注9) ただし， Ngo Due Manh, "Civil Code: 

Cornerstone in Vietnam's Legal System" (Vietnam 

法典の立場と一見共通するが，しかし後者はベ

トナム民法典のような詳細な所有権制限規定を

有していない。ここでベトナム法は独l'lな構成

をめさしていると考えられる。つまり，所有権

以外の物権に触れないというのではなく，たと

えば占打権は所有権の一内容，用益権や担保権

は所有権に及ぶ制限．といった具合に．日本を

はじめとする他国の民法が抽象的な物権概念で

説明するような複数権利間の階層的相剋関係を，

所有権を中心とする平面的構図によって分かり

やすく説明し切ろうとする立場と考えられる。

たとえば，日本法はフランス民法の自然法主

義（所{1権を不可侵U)排他的自然権とする）を継

受した後にドイツ法の歴史主義（民族社会ごと

の直接支配の態様を重視）に影響を受け，所有権

を筆頭としつつその下に直接支配性のある特定

の権利を「物権」として一般の債権（要求する

権利）から取り分け，権利の優劣序列を定めて

4
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いる。民事関係で起こりうる利益衝突場面にあ

らかじめ解決方法を川怠するわけたか，その結

果，個別に当否を問う以前の，現有秩序打定的

な性格が物権制度に如実である。これに対しべ

トナム法の所有権規定0)宣場は，直接支配の現

実を容易に絶対視せず，所有権という権利の在

り方を改めて個別に決定していこうとする立場

のように読めるぼ 1)。

こうした立場の背娯に，先進国の概念品争の

権威にとらわれず，はじめての民法典を人民に

分かりやすい構造で提供し，かつ民法典施行過

程で自国社会に相応しい私権の在り方を探って

いこうとする立法者の態度が窮われる。 1994年

ロシア民法典が第 1条冒顕で所有権O)+可侵を

宣言する立場と異なり，主体的試みというべき

だが， しかしその分だけ体系性の面で多少粗削

りが見られることも否めない。たとえは，担保

物権法が保証契約とともに民事債務編で扱われ，

土地使用権という重要な物的権利が別編で論じ

られるなど，全体としてどのような物的権利が

存在し．どのような法的救済の対象となるのか

明白でない。後続法令や判例が整合性のある形

で提供され，また学者陣営の注釈がその過程を

適切に扶助して，民法典の体系的でスムーズな

解釈を補っていかねばならないと考えられる。

2. 財産の定義

「財）危」（taisan)は．有体物，金銭， h^価証

券，および各種財産的権利であると定義される

(172条）。「所有権」 (quyenso huu)の定義づけ

(173条）を導くための前提規定であるが，同時

に，既述のように民法典が財産関係に関する基

本法たることをめざしている以上，法典全体に

とっての客体とも言うべき重要な規定である。

1994年ロシア民法典はこの点，財産の定義で

1995年ベトナム民法典所有権規定の衿察

はなく．「民事行為の客体」の定義としてより

詳細な列挙を行うか（金銭，伍lffi,；ll券，その他の

物および財産的権利，労働サーヒス等，情報，知

的財産権．人格的権利，その他），所有権と．いう

観点から見ると，所有の客体なのか原因な0)か

混沌とせざるを得す，これを所打権規定の冒頭

に位置づけたベトナム法の処理のほうが単純明

快である。一方，日本法では，物権の客体とし

て0) 「物j の定義はあるが，周知I]）ように現代

社会における所打客体・態様の多様化にとって

到底間に合わない規定となっている。

なお． 1964年ロシア共和国民法典や中国民法

通則は．財産を一括して定義つけしておらす，

国家・集団・個人といった主体ことの所有対象

財産を個別に列挙している。そこでは生産手段

0)公有と消費f段の私有という社会主義的所{i

0)二分類が前提となっている。この点ベトナム

法は， もはや硬直的な二分類にとらわれていな

いため主体ごとの列挙は詳細ではない。後述す

るように土地・大然資源等の几礎的生産手段0)

国イiが明記されている程度であり．それ以外の

財産は．広く多元的経済主体の所有対象となっ

ている。この点では，主体の別にこだわらない

民法典上の権利の平等を前提とする1994年ロシ

ア民法典（第212条4項）の立場に近い。

財産のタイプとしては，不動産・動産．天然

果実・法定果実， t物・従物， uJ分物・不IIJ分

物，泊耗物・非泊耗物，種類物・特定物，合成

物．財産的権利といった網羅的な分類がなされ

ている（第181~188条）。所有権関連でいえば．

ィ＜動庁・動産の1べ別は時効期間なとの違いで夷

益があり．主物・従物も付合や加___[_などで， nJ

分物・不可分物は共同所有の処分権の有無で実

益があるが．以降の分類はほぽ民事債務法（と

u9’ 
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くに売買・賃貸借・使用貸借）に関係する分類と

なっている。民法典全体を財産関係に関する基

本法として意識する立法者の意図か，ここにも

表れる。

なお．財産的権利 (quyentai san)は取引可能

性ある権利の総称として用いられているという

ことができ，この中には，債権や知的所有権の

みならず， t地所有権のような物権的権利も含

まれてくるはずである。

3. 所有権の定義

頂斤有権」 (quyenso huu)は．法律の規定に

従い財産を占有．使用，処分する権利であると

定義される（第173条）。これ自体は， H本法は

じめ大陸法系の一般的所有権定義の仕方と変わ

らず，ロシアの新旧民法典や中国民法通則とも

共通する定義である。ベトナム法の特異性は，

この正義を貫徹し，所打権概念に排他性・包括

性といったニュアンスを残していない点であろ

う。すなわち，第 2編第 3章「所有権の内容」

では，以1-・o:)ように，占有権・使用権・処分権

という所有権の十分条件をそれそれ分解し，所

有権の飾らぬ姿を明確に示している。

,i,n・権 (quyenchiem huu)は，原則、所有者

が財産を自身で保打・管理する権利たが（第189

条），例外として所有者が他人に付与する場合

（委任契約など）や，法定の場合（原始取得や時

効なと）があるとされる（第190条）。所有権以外

の権原て占有が許される場合を具体的に列挙し

ようとの意図である。占有権は，占有という静

態に鑑み，社会道徳・法に反しない範囲で自由

に行使されうる（第19]条）。 所有権の行使L体別の分類であり，昨年舟梵

使用権 (quyensu dung)は，財yTを利用し， 公開された草案段階では簡略な品述に終始して

また収益（天然果実法定果実）を上げる所有者 いたものが，最終的に法的内容面でかなり詳細

等の権利である（第198条）。すなわち，所有権 となった。ごうした分類は新旧ロシア民法典や

の使用価値の側面である。不法所得を否定する

1964年ロシア共和国民法血て禁 ltされてきた果

実（利息なと）の享受が，ここでは当然に品め

られている。しかし，使用権の行使は国家・社

会の利益，他人の権利•利益を害しないという

限定つきで許されるのであり（第199条），利潤

追求行動につきまとう環境破壊や権利濫用など，

負の側面が所有権の行使において許されないこ

とが，明らかにされている。

処分権 (quyendinh doat)は、財産に対する所

有権を譲渡ないし放棄する権利と定義されてい

る（第201条）。所有権の交換価値の側面であり，

この交換価伯の処分の自山こそ， ドイモイ政策

による市場経済祁入の基礎となるべき取りI!,_I LIJ 

の原則にとって重要な前提となる。処分権はそ

の意味で私的財哨所有権の最も1lt心な部分てあ

るはずだか，同時にさまさまな制約から免れな

い。定義条項中では公用収用，担保物権設定，

その他法定の事由により制限を受ける （第204

条）という＾般的言及がなされている。

（注 1) 所有権が排他的不可侵の権利として定着した

のは，農業革命期の物理的直接支配がまかり通った現実

をロック，ベンサムら思想家の言論が労働起源説で理論

化し， 0）ちに廂業吊命期とくに遅れてきた大陸品IKIO)人

貨本家層か勃腺した時代の要副iて，絶対的自然権として

確立されたものだとする研究は，多くなされている。藤

田項『近代の所有観と現代の所有問題』日本評論社

1989年 40ペーシ以下参照。

II 所有形態の分類
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19%年ヘ卜）ム民i)：典1祈-u権規定の考察

中国民法通則にも共通して存在し，これなくし

ては社会主義民法から引き継ぐ生産手段の公有

制原則と，日本の協力等により継受した市民法

的所有権の用語との論理的橋渡し，ないし体系

的説明を欠くことになる。

坪案公表と、前行して， 1994年ロシア民法腿の

検討が行われていたものと考えられる。結果と

して，全人民所有，政治組織・政治社会組織の

所打，呆団所打，社会組織・社会職業組織の所

仕私的所有，混合所有，共同所有0)7形態が

分類されるに至った。一見，所有権行使主体の

分類と所有権行使方法の分類とが混在している

ように見えるが，そうではない。あくまで，占

有・使用・処分の決定権がどのようなタイプの

主体に属するかを考え詰めた分類となっている。

1. 全人民所有 (sohuu toan dan) 

上地その他の領域内の資源，各種分野の国有

企業・国家社会組織への出資金•財産，その他

の法定財産か全人民所有に帰する（第206条）。

全人民所有は国家が行使するが，行使の実態は，

以下のような個別主体が行うこととなる。

まず国有企業への出資が，国家による全人民

所打の行使の—である（第208 条）。また国家か

ら国有企業に付与される生産手段については，

当該企業自身か独立した経営管坪権に従い使用

権を有し（第209条），国家から国家・国防諸機

関や政治・政治社会組織に対して付与される業

務・任務上の財産については，機関が組織目的

に従った使用権を有し（第210,211条），また国

有以外の企業・世帯・組合・個人が全人民所有

財産（土地や漁場等の生産の基礎的手段）の使用

を認可される場合は．国家への義務を允足する

効率的使用を要する（第212条）。

以上．国家から他主体へ付与されるのがいず

れも「使用権」であることは，注目すべきであ

る。上述のような使用権の定義からして，法律

や組織目的の範囲内で収益を挙けることは当然

に許される，しかし処分権はなく，たとえば子

会社への出資や担保提供は独自にはできない理

屈てある。これは生産f段の提供行としての国

家と牛産経営主体との関係を一種の貸借と把え

る視眼のように考えられる。生産手段公有制を

生かす説明であると1nl時に，一般論として，臼

本＋義先進国におけるtT本所有と経営との現代

的関係の解釈にも有用な可能性を秘めた論理と

言えなくもない。

この点， 1994年ロシア民法典は，経営秤理杵

・運用管理権という物権を別途概念化し，それ

らに基づく国有・公打独立採算制企業や政府機

関の占有権・使用権・処分（たたし所fi権者の

同意要す）権を認めており， ここでは国家の財

産付与は貸借より所有権譲渡に近いものとなっ

ている。経済活動の話性化に資するとしても，

現実問題として，公有財産の私物化につながり

かねない。

一方，中国民法通則は全人民所有財産の不IlI

侵・ 1ゞ正分配0)厳禁を掲げた上で，全人民所有

制企業の使用権・経営管理権，集団所有制企業

の使用権，個人・集団の請負経営権を認めてお

り，牛産刊段公h制度を体系的に維持するため

に独自の概念を導入することに躊躇がない。

これに比ベベトナム法は，同しように公有l.，t

を生かす説明を1'吠夫するに一％たって所h権の内

容的分解に徹し．あくまで伝統的大陸法系の民

法語彙の範囲で論理的整合性を追求している、点

が適いと口えそうである。

7
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2. 政治組織・政治社会組織の所有／社会組

織・社会臓業組織の所有

共産党組織や祖国戦線のような政治組織 (to

chuc chinh tri)，また労働総IJJ盟のような政治社

会組織 (tochuc chinh tri -xa hai)の財所は，寄

贈や国家からの付りにより一種の財団を成すと

いえる。独自の占打・使用・処分権かあり（第

216条），国家等のf渉から独立して組織H的U)

ために行使しうる。

また，協同組合連合0)ような社会組織 (to

chuc xa hai)や退役軍人連盟のような社会職業

組織 (tochuc xa hai -nghe nghiep)も， 1hl様に

独立して占有・使用・処分権を行使する（第225

条）。 ll本法の公益法人ないし特殊法人に相％

するといえるこうした組織が，ベトナムでは民

t的政治・社会活動の母休として項視されてい

るわけであるが，初期のが：案中では出ていなか

った分類であり，破終議論の過程で盛り込まれ

たものであろう。

最終品義論では私的所有の概念か過去の社会t

義民法の，晶法に従って狭く定義され， また混合

所{1の定義で後述するように，法人＾般を所打

主体と見る形態が認められなかったために，こ

れら特別紺織の所有形態はたしかに他のいすれ

の分類からも漏れることとなり，別途分類され

る必姪があったものと考えられる。

3. 集団所有 (sohuu tap the) 

ここにいう集団とは，生産協InJ組合，その他

自t.平等・民l：ー・共同労働・共同受益を原則

とする社会的に定着した経済集団であり， l財幣

や個人の共同出資から成るれの根レベルの共詞

体てあな 集団財1底すなわち共同拠出の牛産

手段や収人は各構成Hの使用収益に供され、ま

た構成員の財産優先購人権などがある（第219

条）し

集団所ti形態は， 1Hソ連のコルホーズ（ちな

みに1994年ロシア民法典はコルホーズ 0)概念を廃

した）や中国の郷鎮企業のように，社会主義社

会に特殊の集団牛産体制として実在するが，ベ

トナムでは農村集団化， r^業化が絲度に発達し

ていないこともあり，占い地緑共同体へのノル

タルシーとも屯なり合って理想化される傾向か

あるように見受けられる。たとえば，他の所打

形態と異なり，集団所有については法律による

制限についてのけ及かない。しかし，中国民払

通則か農村牛産協同組合等の集団所有を不uI伎

0)ものとして昭持するゆえに，郷鎖介業による

環境問題等の深亥il化に適切な制限が及んでいな

い現実は注視されるべきである。

4 私的所有 (sohuu tu nhan) 

私的所有とは，個人的所有（日常生活財の所

ii)，小営業t所有（個人営業の資本持分。個人

企業法 [1990年成立． 94年改止lの規定対象に ,1{

たると見てよいたろう。 1Hソ連でいうアルテリ），

責本家所打（企業への出資と考えられる。会社法

[ 1990年成 1t,94年改正］の規定対象に‘りたると

見てよいだろう）をも含む（第220条）。

法人自身の牛産財所打はこの私的所有に分類

されていない点に注Hすべきだろう。その所h

の実態は，灯該法人格の背後にいる出資者（個

人または法人）による資本家所有である， と見

るのである。出資者が牛廂f段を自ら所有行使

すると構成することで，利潤追求にともなう弊

害についても、直接0)責任を負わせようとの考

え方であろう。

なお．対象財産は所得・貯蓄・家屋•生活用

品・ 1汎手段・資本・果tその他てある（第221

条）。このように対象財産を列学する形をとっ

8
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てはいるが．原則消費手段と法定の生産手段に

限定する中国民法通則と混なり．内実は1994年

ロシア民法典の「あらゆる財産」との規虻と変

わらぬ広範な内容となっている。行使にあたっ

て国家・公共の利益．他人の権利•利益を害し

てはならない旨が再度繰り返されている（第222

条）。

5. 混合所有 (sohuu hon hop) 

これは，企業に対して経済形態の涅なる複数

出資がある場合の個々の出資者の所h権てある

（第226条）。出資した資本のみならず．経済活

動の結果得られる利益もまた混合所有の対象で

ある（第227条）。混合1折hーは所有者相liリ）関係

において中種の共同所イiとされ， また占hヘ・使

用・処分は会社法関連の規定に従って行使され

る（第228条）。

混合所打とは要するに、官民合弁企業や外資

との合弁企業・経営協力契約といった異なる主

体の共同出資における財産所有のことであり，

ここでも法人自身を実在」：体とは構成せすに，

その背後の実際の所h杖関係が注目されている。

この分類は最終段階の議論で浮上した条文であ

り，ある企業財産が出資主体の別に応じていく

つかのより異なる処分に帰する場合を想定した

分額といえよう。

6. 共同所有 (sohuu chung) 

各共lnJ所有者が共1,,J財庁について持分を有

する「共有」と持分0)ない「合有」と 0)二分類

（第229条）は，講学上伝統的な分類だが．前者

はとくに，社会生活のさまざまな場面で所有権

を相りに制限しあう必要の生じている現代に．

ますます屯要性を増している法概念てある。ま

た，後者は生産や生活のための夫婦・世帯・農

村共同体といった伝統的な相互依存関係を，主

1995年ペトナム民法典所打権規定の考察

体的な協カ・分業のメリットの観点から評価し

直す契機となる概念ということかできる。いす

れも社会学的に進化の可能性を含んだ所有形態

といえるだろう。

ベトナム法は， r合有」をさらに分割可能な

場合と不可能な場合とに分け，後者では所打権

行使において各共同所有者の処分権が認められ

ない。この後者の範疇に，共同体共有（第234条。

I11J族・村落・木教共IIIl体などにおける所有）かあ

るか，日本法て学況上「総有」と分類されるも

のに当たる。夫婦財産は分割可能な「合有」と

され，財産全体につき同等の所有権を行使する

ことが強調される')また，世僻は，本民法典総

札llて民事行為(/)i•一体の一と位樅つけられ，共liil

所有規定での言及はないが，農地などの生産手

段の「合有」 0)-形態であるといえよう。

占布権・使用権は持分に従い，ないし同等に

行使され，処分権は合意により行われるが．

r全員の合意」を要求した1994年ロシア民法典

に比べて柔軟な‘り事者関係に委ねる傾向が窺わ

れる。各自の持分の処分（第237条中で財産処分

権とともに論じられている）については，持分の

売却につき他共同所有者の優先購入権があるが，

持分を放棄する場合には国庫に帰するとされ，

他共同所有者に％然に帰するとする日本法の扱

いと異なる。すなわち，個々の持分が独立した

財所であるという論理に忠実となっている。

持分の担保提供等については， 1994年ロシア

民法典第246条のような具体的規定はないが，

民法典の他条項で十分対応できると考えられる

（たとえば共lwJ所1i財産が集合仕'-tiべ分所有のよ

うな不動産であれは，抵当権に関する条項に従い

当然担保提供できる）。共同所有財産の分割，つ

まり共同所有の解消については，各共同所有者

，
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の請求があればいつでも可能であり（たたし請

求制限期間の設定かU［能）， この点， 日本法と同

様（たたし日本の出求制限期間は日恨 5年まで）

の仕組みとなっており， 1994年ロシア民法典か

合意なくして分割できないとする守場と異なっ

ている。一方で，ベトナム法ロシア法とも，共

同所有者の一般債権者による分割請求を認める

が，日本法は分割時の参加請求が認められてい

るに過ぎない。こうした立法上の構成の違いは，

実生活における私有財所に占める共I99l所有財産

の比勇の違いを背景としているように思われる。

III 所打権の取得と終[

1. 所有権の取得事由（第241~255条）

所イ］権の取得契機として．労働・牛哨経営か

らの所得，契約等による財産移転，央実の収取，

付合，混和，加工，無主物・所有者不明物先占，

埋蔵物・沈没物発見，遺失物・遺棄物拾得，逸

走家畜・家禽•水産物の拾得，相続，判決・行

政決定の効果，時効，か挙げられている。

新1日ロシア民法典にはこうした列挙はなく，

日本民法の規定の仕方に学んだと思われるが，

H本法と比較して明らかな違いは，いわゆる原

始取得のみならず，契約・相続等による承継取

得も含めた網羅的な列挙となっていることであ

るい

なかても，労働者か労働から，合法的な生産

経営主体が事業から得る収人は，分解すれはそ

れぞれ雇用契約や生産物売買契約上の財産移転

ということになるが，これは所fi権概念の歴史

的発展過程において雄点となったポ山であり，

筆頭に置かれているのである。すなわち生産手

段に｛動きかけることで自然状態を搾取し自力で

IO 

新物を作り上げる営為は，その成果を我が物と

する所有権の止Ji化根拠てあった（労働起源品），

労働者が労働の成果を我か物とし得ないのは，

他人の生産手段搾取に人足として使用されてい

たため，というごとになる c t土会主義体制ドで

は，生産手段の公有（無限大の彼方で自己所有に

合致する）とその結果の労働成果の公有・分配

が，この疎外の問題を概念上解決していた。し

かし生産手段の私有を大"1'i¥に認めた民法典ドて

は．事態は即屈の上で元に戻らざるを得ない。

そこで，労働者の持株制度や集団所有形態の維

持．また租税・社会保障制度等による所得再分

配システムの組込みにより、労慟所得分配を允

＇ださせ，実質的に疎外を 1ii)避する政策が別途模

索されている。

契約等による所有権移転についてはいわゆる

り1渡主義（移転0)法的効果成立0)ためには合意t))

みならず登記・占有引渡など物理的行為を必要と

する）が採られている（第242条）。これは物権

変動の喫機につき意思主義（合意の成立時），＇，いて

財産は法的に移転するとする）を採るフランス法

や日本法（解釈上は多様）とも，独立した物権

移転契約の存在を要求するドイツ法とも異なる

中間の立場てあり，当事行、意思と第三者関係に

おける外観保護という経済取引上の要請とを両

立させようとしている。ロシア・中国法も同様

U)吃場である。

取得時効は，動産については10年，不動産に

ついては30年連続的に，善意（自己の所有物で

ないことを知らないこと）かつ公然と占有・使用

を継続した場合，所有権を取得する。 1994年ロ

シア民法典ては古有の期間が 5年， 15年となっ

ている。日本法では，不動産の取得には占有の

間始時点で恙意無過失であれば以後の主観的状
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況は問われず10年，また動産・不動産を問わず

忠意であっても20り占打継続すれば所{i権は取

待され，また善意の動産占有には即時取得の制

度さえある。転々取引上の便宜のため．現有秩

庁の肯定を旨とする 11本法の瑞合は，まるで詐

欺まがいの取得が許されるわけで，かかる極端

な取引の安全指向は白ずと土地柑しによる地価

高騰やこれを金融担保とする貸込み気運をまね

きかねない。ベトナムは，取得時効については

賢明にも日本法に学はず，成立の要件を厳しく

したものである。

実際問題として，拾得した動1崖は当局への通

報義務があるし，不動産（なお，全人民所有の

対象である卜地は時効取得の対象外）を善惹のま

ま3(）年間保{iする例は稀れであろう。

2. 所有権の終了 (256~262条）

所有権の終了事由として， fi）ifl権の譲渡，放

棄他者の所有権の成立（遺失物拾得後の期間

沿げ，時効守による），偵権者による執行，財産

の消滅，公的収用，没収が挙けられている。

なかでも興味深いのは．所有権の放棄であり，

放窮に際して社会の安仝・秩序に損害を及ぱし

環境汚染を引き起こすことが固く禁じられてい

る（第257条）。有害物や産業廃兜物，その他ゴ

ミであっても所有物には違いなく，処分権の行

使に貢任がつきまとうのである。現代消費社会

において所1iの自由が得てして廿まるところを

知らぬ欲望の追求であり，欲望は生産場面では

灯加乱獲と光業廃棄物排出の自山、消費場面で

は財物の浪費と使い捨ての自由として経済サイ

クルにビルトインされているごとへの腎締が，

この一条文に込められている。

また没収が所有権終了事由として明記されて

いることも注目される。違法な所有権1」使が目

1995りヘトナム民I)、1Jl,1'fi1f権規;,c:u)考察

に余る場合，不法行為法や物権的請求権の主張

を待たずに行政的に所有権が停止させられる場

合である。昨今ハノイ市で建槃規制等違／又を理

由とする家屋の強制撤去が話題となっているが，

f続適j卜の問題などは別として，民法典がこの

ような行政措憤を当然視していることは，同法

における私権の社会的調和弔視の性格を把握す

るうえて注目される。

N Iりifi権(})保護

所有権は，その存{fを否，忍する外部からの侵

害に際し法的に救済されねは，権利としての実

質性を欠く。ベトナム法は所有権および合法的

山有権の保護制度として．財産返還諮求権（第

264条）．妨害排除請求権（第265条）．および損

害賠償品求権（第266条）を川意する。かつ所有

者・合法的占有者は法律の認める範囲内での自

}）救済を認められている。これらの防御jJ法は

Ji複してもよいと解される。

v 所有権の制限

所有権の制限規定として，緊急避難．環境保

全，社会秩序•安全•他者の権利との調和．境

界線，建築規制，境界付近のエ作物築造制限，

由水を隣地に流人させる築迅U)規制， ド水の設

置，観望制限，樹木等の管理，各種隣地使用権

（隣地通fi楕，配屯線・通信[l_,J線設償，給排水路

設置，農業用灌漑排水）という広範な内容を挙げ

ている。新旧ロシア民法典や中国民法通則にお

いて制限規定は簡単に触れた 1つの条項がある

に過ぎず，ここでもベトナムが日本民法の詳細

な相隣閃係の規定に学んでいることに気づく。

II 
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ただし隣地使用権が詳細であるなど．日本法

以上に網羅的であり，しかも緊急避難受忍義務，

環境保全義務，社会秩序調和義務などの規定は，

相隣関係の範囲を超えた生活妨害・公害問題の

パースペクティプて所有権制限の根拠となりう

る規定である。これら所有権制限規定は，近隣

住民の訴訟tの救済請求権の根拠となりうると

考えられる。

冒頭で紹介したように，本編では所有権以外

の物権を規定していないが， これら請求権は所

有権に対する当然の法定制限として，いわば所

有権に優位する絶対的権利てあり，物権以上に

強力でありうる。とはいえ，これら所有権行使

の限界規定を根拠に，実際に公害訴訟等の大訴

訟を争っていく可能性はなお小明である。ただ

し．別途に不法行為法の関係で個別の救済を求

める可能性は大きく開かれている（ちなみに，

ベトナム民法典の不法行為法では，第628条の環境

汚染者の厳格貢任をはじめ，故息過失要件の緩和

か先進的な形て導入されている）。

VI 土地使用権制度

l 土地公有制と土地使用権

英米法弁護士等の外国の法律実務家の間では，

早くもベトナム民法典が一般的定義や原則群を

提示するのみで，具体的な法規範内容か判然と

しないとの批判が上がっているようである。し

かし，大腔法系民法典は私法分野の憲法という

べき基本原則の体系をめざすものであり，個別

分野は多かれ少なかれ状況に応じた柔軟な立法

に委ねられることになる。 11本の民法典もその

意味では同じような性格をもっている。いずれ

にせよ，後続の法令や判例かモザイクのように

12 

噛み合い．民法典を展開させていかねばならな

い義務を負う。

そうしたなかて，現状てかなりの程度制度的

に具体化を見ている分野が．土地使用権法であ

る。民払典第 5編か「土地使用権」 (quyensu 

dung <lat)に充てられているが，すでに1993年

に成立している十地法(i£1', 94年10月の国家に

よる上地供与ないし賃貸惜に関する 2つの規

則国 2)，および95年 1月の同上に関する 2つの

政令(il{）か現状のt地法体系を作り Lけていて，

民法典はそのうち個人・世帯を主体とする生活

関係の要素のみを整合性のある形で取り出し，

一編となしたものに過ぎない。ここでは，民法

典のカバー領域を生活関係に限定する旧社会主

義民法の性格が維持されている。

土地は主要な生産手段であることから，公有

制度と 0)絡みで扱いが注目される。 0)みならす．

有限な資源であるため，地味やロケーションに

よって投機の対象となりかねない物郎的性格が

あり， また，ー物の上に各種の重層的権利関係

か同時に存在しうる特殊な客体である。それだ

けに，ヘトナム法の裁きぶりが注目される。

ベトナムの土地はすべて全人民所有である

（第205条）。土地使用権とは，かかる全人民所

有権の諸要素の中から使用権が取り出され，特

定の主体に供与されるものである。土地使用権

の態様には長期安定的使用権と，より短期の十＾

地使用権賃借との 2つがある（土地 1条）。

ちなみに， 1994年ロシア民法典はすでに土地

公有原則は廃しており，ただし上地所有権以外

に終身t地保有権（処分権なく，自らのため占有

使用する権利。相紬可能）と水久土地利川権（無

期限の地上権。相続の対象でない）が生活•生産

基盤を上地資本家の手から1呆節しているほ4)。
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一方，中国民法通則では土地所有に国有と集

団所有があるが，前者では全人民所有制介党や

集団に使用権が付与され，かつその有償化が進

められている。

ベトナムの制度は以ドのように，個人・枇帯

に関してはロシアの物権制度に，法人の経済的

使用については中国のL地使用権制度に学んて

いるといい得るかもしれない。

2. 個人・世帯の土地使用権

個人・世帯の土地使用権には，国家から U)無

償付与ないし賃貸借．および私人間の契約を原

因とする移転がありうる（第69(）条）。「移転」が

認められるとは，つまり，土地の使用収益とい

う効用以外に，土地使用権そのものにつき交換

・譲渡・賃貸借・担保提供・相続といった処分

権が認められるということである（士地法第 3

条 2項）。

土地に関する厳格な公有制度にかかわらず，

t地使用権自体の交換価値がひとまず肯定され

ているわけたが，民法典はこのそれぞれの場合

につき，条件の絞り込みを行っている。いずれ

もt地使用 H的・使川権期間の範囲内であるこ

とは当然のことながら，交換では利便性等の理

由（第700条）．差額粕簡義務付け（第703条），

譲渡では転居・転職等の理由（第706条） •土地

保有制限面積（第711条），賃貸借では家計上の

困窮等の坪lll.3年の期限（第715条）， ill保提

供では世帯・個人の農植林用地ないし宅地のベ

トナム人・ヘトナム法人への提供（第729, 730 

条），相続では国家付与にかかる農林水産用地

ないし宅地および契約による移転を受けた場合

に限定（第739条）・面栢制限に従う（第74(）条）

といった具合である。

まとめると，土地使用権は生泊基盤にとって

rn95りへ 1、ナム民払典/'ff打権規;[d)考察

の必要のため付与・賃貸され，その後も同様の

必要の範囲内でのみ処分を認められるに過ぎな

い。その代わり、国家によるかかる土地使用権

供与は長期安定的な性格であり，たとえば世帯

か農地を耕し続けるかぎり，水代にわたって使

用権が相続されうる生活保障の厚さである。

3. 法人の土地利用の権利

法人(})土地使用権について民法典は品らな

い。そこで士地法関連法規に目を向けると，前

述1995年 1月の 2政令が，国家から土地使用権

付与ないし賃借を受ける内国法人・外国資本の

権利を定める。

これによると．まず国家から土地使用権を

（無償）付与された内国法人である農林水産塩

業の法人は．これを自由に担保提供しうるし

（政令第 7条），新規合弁事業への現物出資も可

能（政令弟 6条，内国法人同t(/）農林水産塩事業

ならば無償のまま．異業種の事業や外資合弁の場

合は無償の上地使）ll権を有償(/)~貸借に転換して

そのレンタル見合いを出資する）てある。しかし，

農林水産塩業以外の法人においては，過去に国

家から無旧で付与された土地使用権を賃貸借に

切り替えていかねばならない（政令第 5条． 8

条） C

一方．国家からの賃貸借においては，担保提

供はベトナムの銀行ぼ 5)に対してのみ可能であ

り，また現物出資は，政令第10条によれは「国

有企業（等）は」可能となっており．これを反

対解釈するとそれ以外の企業では現物出賓でき

ないかのように読める。他方，外資企業が国家

から受けた土地賃貸借では．ベトナムの銀行へ

d)捐保提供が同じく，忍められている。

このように法人の土地利用は，農林水産塩業

以外は国家との関係て 1対 l(}）放射線状の賃貸

13 
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借契約につなかれていく過利にあり，そ U)貨貸

借嬰約はJ：地 I・の実施市菜，r'flliと＾体化した期

間および目的に純られるもの(iiti)となっている

令休として国家の序架政策(1)怜罪の卜にあると

いって tヽ し、。それは物的権利として曲かりなり

にも交換竹・処分性の行定されている 1：地使用

権とはft格の界なる、 ー一種のライセンスと，，ぅ

べきだろう。その意味て；放射線状U)関係を横

につなぐ企業Ililt:0)あいたのt地賃梢権U)処分

行為は， ［ものの実施事業と一体てない限り成

＼［しえす，品められ得な tヽと t)うべきてある，

ハノイやホーチミンrn等て問姐となっているト

地転貸のI応：；現象は、用途限定付きてあるかゆ

えのt地利用価仰）転々閥騰とし、った側面もあ

るのであろう。

こうして兄ると，ひとくちに十地使用権と呼

ぶ権利の内容かかならすしも卜地所打権の要ぶ

から使用権を単純に取り出したものてはなく，

政策的に補強したり（たとえは使9ll権の長期化に

よる農村111翡籾）牛活保即，農林水坪塩業の担保捉

供弾fJ化による近代化投責支援， 1刈｛，介業の現物

出育緩相による外資合弁促進），逆に制限したり

(t地 l-．0)丈施ポ菜11的0)限定なと）と， •筋縄

てはなく，民法血とし)う|．部構迅U)吏質を粕ili

する卜惰|氾渇訪‘規定していくという，生きた法

制度のダイナミズムが{f在する

(it 1) Land Law on the 14th of July, 1993 

（冷l(＇（‘/1ー／）nof Fundmn咽 /alLa[｛,＇•ヽ IIml k’(＇只1/l(JIImlゞ (IJ

Vietnam, Hanoi: THE GIOI, 199:i所収） ~ 

（注 2) Ordinance on the Rights and Obligations 

of the Domestic Organizations with State-Assigned 

or Leased Land on the 14th of October. 1994; Ordi-

nance on the I~ight ヽ and Obligations of Fort'ign 

Organizations and Individuals Who Least'Land in 

Vietnam on the 14th of October. 1994 (The 1111•1-

I4 

湛｝’＼ ITC枷 lie/in,SCCI, February. 19%) 

(il:J) Decree No. 18-CI'on tht'l:lth of I州）rua・

ry, 199:i of the Government on the Implementation 

of the Ordinance 011 thP Rights and Obligations of 

DomPst ic Organizations with State-Assigned or 

Leased Land (Official Gazette, No. 8,:州-4-95)／

Decree No. 11 CP on the 24th of January of the 

Covernment on Detailed l'rovisionsfor th;、lmple

rnentatition of the Ordinance on the Rights and 

Obligations of Forei即 Organizationsand Indivi 

duals Who Lease Land in Vietnam (()ffl．cial Gazette, 

No. 6 31 3-95). 

りi-4) 終身 1-＿地利用杵・永久 1地保h権はロンアU)

、た際ti)1地利用形態を反映するものてあろうか，その写

・tu) h法はヘレストロイカ時代以降梢枠的にhわれてし)

た米国法律求らによる民法改1!―技術協｝｝の過程て§人さ

れた英米1人概念r))影響を想仰させる，，英米 t地i人ては中

1町国時代I))卜地f祈｛i権概念をそti)まま残し， f祈h楕u)

Hin―よりも兜約によるK期利用関係（終身ないし無期限

占{I使用楕とそれrl体I))処分の自lII)d)‘た態に注IIしつ

＇）， その保，，tを強化する }j向て進化してきたとしヽえるた

ろう こうした名Ilt'iJ地 l1i/if 1と利I|］の現‘大としヽ う月建

的I：地関係U).fll1解か，現代ロシアにおける， 1．地公flを

てきるたけ紺持しなからの利/tlrJ)日由化という課題にマ

ッチしえたとすれは興味深い。

(ij ;,) Iヘトナムの銀(I1に合すi9J{i［や外銀如，l，か

含よれるか平解釈U)|lil題を残す，こ ti)点をはしめ⑫融

担保制度の詳細につしべて， 11卜¥トナム囚立銀h （中央

銀h）か民法典，；亥‘li部分の'K務糾l!！llり久を作成fllてある,,

(il. 6) i_99じ(ij.2)I))外貨リ） l:地U貸併にかかる ()r・

clinance第 8条箱 5りや 1地払弟26条3号U)趣竹（小

業を遂行しなし、 1：地tt貸借に/Illする 1-I也，1ifiI))国家へU)

返遠義務）参！I,{｛、

おわりに

ヘトナム民法リl！の所h楕規定は以［概観した

ょうに． P）ifi権のいわは嬰素分鮒を行い， f折h-

楕行使の日本・場1hiに応した所{i楕要素の異詞

U)余地を残すことて，複数の政策的菊品を巧妙

に共{fさせうるシステムを確Ii「し得ていると号
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えられる。たとえば国｛i介業tTI)「や七地等の基

礎的生産手段の処分権を国家に残すことで全人

民公有制を論理的に絣持しなから，同時に占有

・使用権を他主体に分離付与することで実質的

使用価値の私的利用を促進することかできる。

あるいは逆にその他の財産全般について広く処

分権を認めることで， トイモイ政策のt眼てあ

る市場取引のメリット祁人の環境を整備しつつ，

かたやその処分権の内容I'1体をtli隣関係や環境

保仝といった社会利益のために制限する， とい

った具合である。

その動態はときどき聞かれる朝令暮改なぞて

は到底なく、ありうべき政策実現の手段として

法制度がまさに作り Lげられ，施行が苦心され

る過程である。しかもその試みは社会主義的公

打印llの伝統を一気に放兜することなくそれとの

淵整を試みながら，また他｝jて大腔法系民法の

語法による論理的説明を工夫しつつ進められる

努力である。

こうした新しい民法典作りにかける情熱は，

1995年ヘトナム民怯典li）r{ifir規)i_.U）ど察

Ill求氏加）lli民法を抱え法文解釈に疲れた先進国

U)私法の展間についても改めて希叩を抱かせる。

過｝くには既得権擁護に働き得に民社、）泉則か，平

等等質化へ進む現代社会で再度有効に機能しは

じめる可能性（等質の私的所有，その善隣的関係）

への期待である。社会主義伝統のあるベトナム

か、最貧[EIU)レベルながら等質性を残したまま

社会を令休としてレベルアップしていきたいと

ずる発展心向をとるならば，ヘトナム民法典は，

私楕，J叫II!［リの社会へ向けての先進国民法の進化

と軌を一1こして進む可能性がある。ただしそれ

は，ベトナムにとって経済成長のスピードと質

を同時追求せねはならない困難な政策的舵取り

となろう，，ベトナム民法典所イitif規iは，後続

の偵務枷jの規定する私的経済活動の諸ルールに

対して体系性の枠や権利行使の限界といった制

限をりえることで，そうした過渡期における秩

序維持の要としての性格を期待されているとも

いえよう。

(11本輸出人銀行ハンコク駐在員）

巧
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